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市有財産事業用定期借地権設定合意書（案） 

 

 

 

賃貸人大阪市（以下「甲」という。）及び賃借人○○○○○（以下「乙」という。）は、別紙「物件の

表示」（以下「物件表示」という。）記載の土地（以下「本件土地」という。本件土地の詳細については、

「物件調書」参照のこと。）について、借地借家法（平成３年法律第 90 号。以下「法」という。）第 23

条第２項に規定する事業用定期借地権の設定を目的として、次の条項を内容とする借地契約を令和○年

○月○日までに公正証書により締結し、また、甲と連帯保証人は、次の条項により連帯保証契約を締結

し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 

 

（契約の目的） 

第１条 本契約は、甲及び乙が、本件土地に一括して法第 23 条第２項に基づく事業用定期借地権（以

下「本件借地権」という。）を設定することを目的とする。 

２ 本契約により甲が乙のために設定する本件借地権は賃借権とする。 

３ 甲及び乙は、本件借地権については、法第 23 条第２項の規定に基づくものであるから、法第３条

ないし第８条、第 13条及び第 18条並びに民法（明治 29年法律第 89号）第 619条第１項の規定は適用

されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、第４条第１項の期間満了時において本契約の更新

（更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む）は行われず、建物の築造による賃貸借期間の延

長がなく、乙は、建物の買取請求をすることができないことを確認する。 

４ 甲及び乙は、本契約の定めに基づき、関連図書（別冊の図面、要領、協定書及びこれらの図書に係

る質問回答書をいう。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。 

 

（指定用途等） 

第２条 乙は、本件土地を、鶴浜緑地の魅力創造・管理運営事業の用に供する別紙物件表示記載の建物

及び建物以外の構造物（以下、「本件建物等」という。）を所有するため、その全部について自ら使用し、

第４条第１項に定める賃貸借期間の全てにわたって他の目的に使用しない。ただし、あらかじめ乙が甲

の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、本件土地に本件建物等以外の建物又は建物以外の構造物を建築してはならない。建築された

建物又は建物以外の構造物を改築又は再築する場合も同様とする。ただし、あらかじめ乙が甲の書面に

よる承認を得た場合は、この限りでない。 

３ 甲は、前２項の申出がやむを得ないものと認められる場合は、書面により承認するものとする。 

４ 乙は、本件建物等を居住の用に供してはならない。 

 

（禁止用途） 

第３条 乙は、本件土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122

号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

及びこれらの業の利便を図るための用に供してはならない。 

２ 乙は、本件土地を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に定める暴力団又はその他の反社会的団体、及びそれらの構成員がその活動のために利用する

など、公序良俗に反する用に供してはならない。その他暴力団等の排除に関する取扱いについては、別

紙「暴力団等の排除に関する特記仕様書」に定めるところに従う。 
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３ 乙は、本件土地及び本件建物等を地域住民等の生活を著しく脅かすような活動の用に供してはなら

ない。 

４ 乙は、本件土地及び本件建物等を悪臭・騒音・粉塵・振動・土壌汚染など近隣環境を損なうと予想

される用途に供してはならない。 

 

（賃貸借期間） 

第４条 賃貸借期間は、契約締結日から 30年間までとする。 

２ 前項に規定する賃貸借期間には、原状回復に要する期間を含む。 

３ 甲は、第１項に定める賃貸借期間の初日に、本件土地を乙に現状有姿にて引渡したものとする。 

 

（賃料） 

第５条 乙は、賃料として月額金○○○○円を甲に支払う。 

２ 賃貸借期間の初日が月の日の初日でないとき、又は賃貸借期間の満了日が月の末日でないときの賃

料は日割計算により算定する。 

３ 賃料は３年毎に以下の計算式に基づき算定した額に改定するものとし、その金額については、甲か

ら通知する。 

【計算式】 

  改定賃料＝従前の賃料×スライド率 （１円未満切捨て） 

  スライド率＝（名目 GDP変動率＋大阪市消費者物価指数（総合）変動率）／２ 

  名目 GDP変動率 

＝従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ６か月前の属する四半

期名目 GDP実額の変動率（小数点以下第４位を四捨五入し第３位までとする。） 

  大阪市消費者物価指数（総合）変動率 

  ＝従前の賃料の適用始期及び今回算定する賃料の適用始期前日のそれぞれ６か月前の大阪市消費

者物価指数（総合／月別指数）の変動率（小数点以下第４位を四捨五入し第３位までとする。） 

４ 甲は、前項の規定によるほか、関係法令及び大阪市財産条例（昭和 39 年大阪市条例第８号。以下

「条例」という。）の改正並びに経済情勢の変動があったとき、又は近傍類似の物件の賃料に比較して不

相当となったとき等、必要があると認めるときは、賃料の改定を請求することができる。 

５ 前項の規定により、賃料が改定されたときは、甲は、改定通知書により乙に通知する。 

６ 第３項又は前項の通知があったときは、第１項の規定にかかわらず、甲の指定する日以降の本契約

に定める賃料は、当該通知額とする。 

 

（支払方法） 

第６条 乙は賃料を次に定める期限までに別途甲の発行する納入通知書により、甲に支払う。 

期  間 納入期限 

毎年４月１日から９月 30日 毎年７月 20日 

毎年 10月１日から３月 31日 毎年 12月 20日 

２ 納入期限が金融機関の休業日に当たる場合は、金融機関の翌営業日を納入期限とする。 

 

（延滞損害金） 

第７条 乙は、前条の納入期限までに賃料を支払わないときは、条例に基づき計算した延滞損害金を甲

に支払う。この場合の計算方法は、年 365 日の日割計算とし、１円未満の端数は切り捨てる。ただし、
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条例第 11 条第１項に定める割合が改正された場合は、改正以降の期間については改正後の割合を適用

する。その後改正があった場合も同様とする。なお、同項ただし書に該当する場合は、この限りでない。 

 

（充当の順序） 

第８条 甲は、乙が賃料及び延滞損害金を納付すべき場合において、納付された金額が賃料及び延滞損

害金の合計額に満たないときは、まず延滞損害金から充当する。 

 

（契約保証金） 

第９条 《※連帯保証人を立てる場合の第１項》 

乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、契約保証金として、第５条第１項に定める月額賃料の６か月分 

に相当する金○○○○○円を甲に預託する。ただし、賃料が増額されたときは、契約保証金を増額する 

ものとし、乙は、甲に差額を追加払いしなければならない。 

 

《※連帯保証人を立てない場合の第１項》 

乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、契約保証金として、第５条第１項に定める月額賃料の６か月分 

に建物の解体撤去費用相当額を加えた額○○○○○円を甲に預託する。ただし、賃料が増額されたとき 

は、契約保証金を増額するものとし、乙は、甲に差額を追加払いしなければならない。 

 

２ 甲は、前項に定める契約保証金をもって賃料、延滞損害金、違約金のほか本契約に基づき生じた乙

の甲に対する一切の債務に充当することができ、その順序は甲が指定する。この場合、契約保証金を充

当してもなお不足が生じたときは、乙は、甲の請求により直ちにその不足額を支払わなければならない。 

３ 前項による充当の結果、契約保証金に不足が生じたときは、乙は、甲の請求により直ちにその不足

額を補充しなければならない。 

４ 甲は、本契約が終了し、乙が第 24 条に基づき本件土地を原状に回復して甲に返還したときは、契

約保証金を本契約に基づく乙の甲に対する未払いの債務に充当し、その残額を乙の請求により乙に返還

する。 

５ 乙は、甲の承認を得なければ、保証金返還請求権を第三者に譲渡することはできない。 

６ 第１項に定める契約保証金には、利息を付さない。 

 

（契約不適合責任） 

第 10 条 甲は、本件土地について、種類、性質、又は数量に関して本契約の内容に適合しない場合で

も、その一切の責任を負わない。ただし、乙が消費者契約法（平成 12年法律第 61号）第２条第１項に

規定する消費者である場合にあっては、第４条第１項に定める賃貸借期間の初日から２年間はこの限り

でない。 

 

（使用上の制限） 

第 11 条 乙は、本件土地について第２条に規定する使用目的を変更し、又は本件土地及び本件建物等

について増改築等により現状を変更（軽微な変更を除く。）しようとするときは、事前に変更しようとす

る理由、その内容及び変更後の使用目的等を記載した書面によって甲に申請し、その承認を受けなけれ

ばならない。 

２ 乙は、大阪港港湾計画に基づき、事業区域について、災害発生時には耐震強化岸壁に対応したオー

プンスペースとして、緊急物資の一時保管・荷さばき、臨時のヘリポートや駐車場等として、災害復旧
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支援の場を提供しなければならない。そのため、事業区域の 48,775.19㎡のうち、42,000㎡を平面利用

とする。 

３ 事業区域の背後地には、甲所管の将来整備を予定している防潮堤の敷地として確保しており、乙は、

甲が堤防工事等を実施するときは協力すること。 

４ 事業区域背後の将来の防潮堤敷地内において現在、堤防工事等で発生する浚渫土砂の揚陸を行って

おり、本件地外で揚陸が行えるよう調整するまでの間、事業区域内の一部を土砂運搬する車両が通行で

きるよう協力すること。 

５ 甲が実施するなみはや大橋橋脚の点検及び工事等を実施するときは協力すること。なみはや大橋橋

脚付近には地下構造物が設置されており基本、堅固な構築物等は設置せず、橋脚の点検等が可能な範囲

及び車両の通行が可能な範囲を確保しなければならない。また上部利用する場合は、橋脚構造物等への

影響がないか判断するため甲と事前調整を行い、その承認を得なければならない。なお影響範囲に工作

物を設置した場合、甲の要請に応じ撤去する場合があり、その場合に要する費用は全て乙の負担とする。 

６ 乙は、本賃貸借契約前であっても、自らの費用と責任において、本事業を実施するために必要な準

備行動をすることができるものとし、使用目的を記載した書面等によって、甲に申請し、その承認を受

けなければならない。 

７ 乙は、甲が本件土地又はその付近の公益的施設に必要な工事を施行するため、乙による本件土地の

使用を制限し、又は甲による本件土地への立入り等を請求したときは、これを承諾しなければならない。

ただし、詳細については甲乙協議により対応を決定する。 

 

（権利譲渡等） 

第 12 条 乙は、第三者に対し、本件借地権の譲渡又は本件土地の転貸をしようとする場合及び第三者

に対し、本件建物等の賃貸又は使用収益を目的とする権利を設定しようとする場合並びに本件建物等に

第三者のため抵当権若しくは質権を設定しようとする場合には、事前にその理由を記載した書面によっ

て甲に申請し、その承認を受けなければならない。 

２ 乙は、主要な構成員を変更しようとする場合は、事前にその理由を記載した書面によって甲に申請

し、その承認を受けなければならない。 

３ 前２項に基づく甲の承認は、書面によるものとする。 

 

（建物の賃貸借等に関する措置） 

第 13 条 乙は、甲の承認を得て第三者に対し、本件借地権の譲渡又は本件土地の転貸をしようとする

場合及び第三者に対し、本件建物等の賃貸又は使用収益を目的とする権利を設定しようとする場合には、

当該第三者との間で締結する契約において、建物の敷地が法第 23 条第１項に規定する事業用定期借地

権に基づくものであり、第４条第１項に定める賃貸借期間の満了により借地権が消滅し、建物を取り壊

すことを明示しなければならない。 

 

（善管注意義務） 

第 14条 乙は、善良な管理者としての注意をもって本件土地の維持保全に努めなければならない。 

２ 乙は、騒音、振動、悪臭、有毒ガス又は汚水の排出等によって近隣に迷惑となるような行為を行っ 

てはならない。 

 

（滅失又は毀損等） 

第 15条 乙は、本件土地が滅失し、若しくは毀損し、又は第三者に占拠されたときは、直ちにその状況
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を甲に報告しなければならない。 

２ 乙は、乙の責任に帰すべき事由により、本件土地が滅失若しくは毀損し、又は第三者に占拠された

ときは、甲の指示に従い、乙の責任において、これを原状に復旧しなければならない。 

 

（連帯保証人） 

第 16 条 連帯保証人は、乙と連帯して本契約から生ずる一切の債務履行の責任を負い、金銭債務につ

いては乙と連帯して支払う。連帯保証人が甲に対して負担する債務は、○○○○円を限度とする。 

２ 連帯保証人は、次の各号の資格を有し、かつ、甲が承認する者でなければならない。 

（１） 大阪市内又は近隣市町村に住所又は事務所を有すること。 

（２） 賃料年額の５倍以上の年間所得又は固定資産を有すること。 

３ 甲の連帯保証人に対する履行請求は、民法（明治 29 年法律第 89 号）第 458条及び同法第 441条の

規定にかかわらず、乙に対しても効力を有する。 

４ 乙又はその包括承継人は、次の各号に掲げる事由が生じたとき、速やかに甲の承認する連帯保証人

を新たに立てなければならない。ただし、第２号及び第４号については連帯保証人が法人である場合、

この限りでない。 

（１） 連帯保証人が第２項に掲げる資格を失ったとき 

（２） 乙又は連帯保証人が死亡したとき 

（３） 連帯保証人が解散したとき 

（４） 甲が、連帯保証人の財産について、金銭の支払いを目的とする債権についての強制執行又は担

保権の実行を申し立てたとき 

（５） 連帯保証人が破産手続開始の決定を受けたとき 

（６） その他甲が必要があると認めたとき 

５ 甲は、連帯保証人の請求があったとき、連帯保証人に対し、遅滞なく、乙の氏名や所在、連絡先、

賃料の支払状況、滞納金の額、損害賠償の額等、乙の全ての債務の額等に関する情報を提供しなければ

ならない。 

 

（届出義務） 

第 17 条 乙又はその包括承継人は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこれを甲に届け出

なければならない。 

（１） 乙又は連帯保証人の住所、氏名又は商号に変更があったとき。 

（２） 相続又は会社の合併若しくは分割により本件賃借権の承継があったとき。 

 

（実地調査権） 

第 18 条 甲は、本件土地について随時その状況を実地に調査し、乙に対して必要な報告又は資料の提

出を求めることができる。この場合において、乙は、その調査を拒み若しくは妨げ、又は報告若しくは

資料の提出を怠ってはならない。 

 

（契約解除） 

第 19 条 甲は、国、地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため本件土地を

必要とするときは、賃貸借期間中といえども本契約を解除することができる。 

２ 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借期間中といえども本契約を直ちに解除するこ

とができる。 
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（１）乙が、賃料を納入期限後３月以内に支払わないとき 

（２）乙が、本契約の条項（第６条の規定を除く。）に違反したとき 

（３）その他、乙に本契約を継続し難い重大な背信行為があったとき 

（４）乙が港湾法第 51 条の２第１項各号のいずれかに適合しないものとなり、甲が乙に対し、必要な

措置をとるべきことを勧告するも、乙が当該勧告に従い必要な措置をとらなかったとき。 

（５）事業協定書が解除されたとき。 

３ 甲は、前項に定めるもののほか、大阪市暴力団排除条例（平成 23年大阪市条例第 10号）第８条第

１項第６号に基づき、乙が同条例第２条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密

接関係者に該当すると認められる場合には、この契約を直ちに解除する。 

４ 甲は、乙が自己の都合により本契約の中途解約を書面により申し出たときは、乙が賃料の 12か月

分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払うことを約し、かつ、本契約を解除す

ることが相当と認められるときに限り、本契約を解除することができる。この場合において、甲は、

乙に対し、本契約の解除を書面により通知することとする。 

５ 前項に定める違約金は、損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

（契約保証金の帰属） 

第 20 条 前条第２項の規定により本契約を解除したときは、第９条第１項に定める契約保証金は、甲

に帰属する。 

２ 前項の定めにより帰属した契約保証金は、第 22 条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈

しない。 

 

（違約金） 

第 21条 乙は、第２条第１項、第３条又は第 12条第１項若しくは第２項に定める義務に違反したとき

は、賃料年額に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。 

２ 乙は、第 11条第１項の増改築等に係る事前承認を受ける義務又は第 18条に定める義務に違反した

ときは、賃料４か月分に相当する額を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。 

３ 第 19条第３項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、賃料 18か月分に相当する額

を違約金として甲の指定する日までに甲に支払う。 

４ 前３項に定める違約金は、第 22条に定める損害賠償額の予定又はその一部と解釈しない。 

 

（損害賠償） 

第 22条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたとき又は甲が第 19条の規定に

より本契約を解除した場合において甲に損害があるときは、その損害を賠償しなければならない。 

 

（既納金の損害金への充当等） 

第 23条 第 19条の規定により本契約を解除した場合においては、第９条第２項及び第４項の規定は既

納の賃料についても準用する。 

 

（原状回復義務） 

第 24 条 乙は、賃貸借期間満了のときはその期日に、また契約解除の通知を受けたときは甲の指定す

る期日までに、甲が承認する場合を除き、乙の負担において本件土地上の本件建物等を収去し、賃貸借

期間開始以降に本件土地に生じた損傷（通常の使用及び収益によって生じた賃借物の損耗並びに賃借物
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の経年劣化を除く。以下この条において同じ。）がある場合には、その損傷を原状回復の上、甲乙立会い

のもとに甲に返還しなければならない。ただし、甲が本件土地を原状回復させることが適当でないと認

めるときは、この限りではない。 

２ 乙は、前項に定める義務に違反した場合には、同項に定める期日（契約解除の場合は解除の日）の

翌日から原状回復の上、本件土地を甲に返還するまでの期間について、賃料に相当する金額を甲の指定

するまでに甲に支払う。 

３ 乙は、第１項に定める義務を怠り又は履行しないときは、甲は本件建物等の除却及び損傷の回復を

含む原状回復にかかる一切の費用を乙に請求することができる。 

４ 乙は、第１項に定める義務に違反したことにより甲が受けた損害額から第２項の規定に基づき支払

われた額を控除してなお残余の額があるときは、当該残余の額について更に甲の指定する日までに支払

わなければならない。 

５ 乙は、甲に対し、第４条第１項に定める賃貸借期間が満了する１年前までに、建物の取壊し及び建

物賃借人の明渡し等、本件土地の返還に必要な事項を書面により報告しなければならない。 

 

（有益費等請求権の放棄） 

第 25 条 乙は、本件土地に投じた有益費、必要費及びその他の費用があっても、これを甲に請求しな

い。 

 

（公正証書の作成費用） 

第 26条 本公正証書の作成に要する費用一切は、乙が負担する。 

 

（疑義の決定） 

第 27条 本契約に定めのない事項については、条例、大阪市財産規則（昭和 39年大阪市規則第 17号）、

大阪市契約規則（昭和 39 年大阪市規則第 18 号）及び大阪市会計規則（昭和 39 年大阪市規則第 14 号）

に従うものとし、その他本契約に関し疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定する。 

 

（裁判管轄） 

第 28条 本契約に関する訴えの管轄裁判所は、甲の事務所の所在地を管轄する大阪地方裁判所とする。 

 

（強制執行の認諾） 

第 29 条 乙及び連帯保証人は、本契約による金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する

旨陳述した。 

 

（特記事項） 

第 30条 物件調書ならびに特記事項については、別紙で定めるところに従う。 
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 上記契約の締結を証するため、本契約書３通を作成し、甲、乙及び連帯保証人記名押印のうえ、各自

その１通を保有する。 

 

    令和   年   月   日 

 

 

甲   （賃貸人） 

大 阪 市 

     契 約 担 当 者 

 

乙   （賃借人） 

住 所 

     氏 名 

 

    （連帯保証人） 

住 所 

     氏 名 
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物件の表示 

 

１ 土地 

 所在 大阪市大正区鶴町３丁目 

 地番 132 番１ 

 地目 雑種地 

 地積 ㎡ 

 

所在 大阪市大正区鶴町３丁目 

 地番 132 番３ 

 地目 雑種地 

 地積 ㎡ 

 

所在 大阪市大正区鶴町３丁目 

 地番 138 番１ 

 地目 雑種地 

 地積 ㎡ 

 

 

 

２ 建物及び建物以外の構造物 

 物件調書 設備リスト参照 
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物件調書 
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所在地 大阪市大正区鶴町 3丁目 132番 1・3内、138番 1内 

住居表示 大阪市大正区鶴町 3丁目 26・27番 

貸付面積 42,260.54ｍ2 

形状 明細図のとおり 土地の状況 工作物あり 

接面道路の状況 南側 臨港道路  現況幅員 約 15ｍ 

用途地域 準工業地域 

交通機関 

鉄道 

バス 

大阪メトロ中央線 大阪港駅 南東方 約 2.7kｍ 徒歩約 34分 

大阪シティバス IKEA鶴浜停留所の北方 約 400m 徒歩約 5分 

現況 

雑種地 

特記事項 

１ 本物件の存する地域は、都市計画法上の「臨港地区」に指定されており、臨港地区ではその建

築物その他構築物の建設等の規制について、建築基準法第 48条（用途地域）及び第 49条（特別用

途地区）の規定は適用されず「大阪港臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例」が適用

されます。詳細については、大阪港湾局営業推進室開発調整課（電話：06-6615-7740）へお問い合

わせください。 

 

２ 本物件は大阪港港湾計画において、防災緑地として位置づけられています。よって、災害発生

時には耐震強化岸壁に対応したオープンスペースとして、緊急物資の一時保管・荷さばき、臨時の

ヘリポートや駐車場等としてオープンスペースを確保する必要があり、災害復旧支援の場を提供す

る機能が求められています。そのため、事業区域の 42,260.54㎡のうち、30,000㎡以上（うち、90m

×90mはヘリポート用地として確保する）を平面利用とすることを条件とします。詳細については、

大阪港湾局施設管理部施設課（緑地管理）(電話：06-6572-0045)へお問い合わせください｡ 
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３ 本物件は市有地（緑地）であり、隣接する土地のすべて市有地（賃貸地及び護岸・道路）のた

め、土地境界確定協議書を作成しておりません。なお、現在、フェンス等による境界の明示が本物

件の東側にありません。必要な場合は、隣地の所有者と協議してください。詳細については、大阪

港湾局施設管理部施設課（緑地管理）(電話：06-6572-0045)へお問い合わせください｡ 

 

４ 本物件については、土壌調査を実施しておらず、土壌汚染対策法の基準値を超過する土砂が存

在する可能性がありますが、引き渡しはすべて現状有姿で行い、契約不適合責任は一切負いません。

撤去・処分を行う場合は、事業予定者の負担で行ってください。 

 

５ 本物件は埋立地であり、地中埋設物やコンクリート塊などが埋存している可能性があります

が、地上工作物を含め、すべて現状有姿のまま引き渡します。また、契約不適合責任は一切負いま

せん。地中埋設物及び地上工作物等の撤去・処分を行う場合は、事業予定者の負担で行ってくださ

い。 

 

６ 本物件は埋立地であり、現在も地盤不等沈下の可能性がありますが、平成 24 年度の沈下観測

以降は測定を行っておりません。平成 24 年度までの観測資料については、大阪港湾局計画整備部

保全監理課（電話：06-6615-7823）へお問い合わせください。 

 

７ 本物件において、都市計画法第４条に規定する開発行為を行うときは、建築物の用途、規模等

に応じて、接道条件その他により開発行為の制限を受ける場合や、道路拡幅など同法及びその他関

係規定で定める公共施設の整備が必要な場合があります。詳細は、計画調整局開発調整部開発誘導

課（電話：06-6208-9285）までお問い合わせください。 

 

８ なみはや大橋の橋梁下部分に施設を設置する場合や近接での施工を行う際は、建設局橋梁課と

計画設計協議を行ってください。（その確認は、原則、募集期間中に行ってください。）また、工事

施工前には建設局橋梁課と近接施工協議が必要となります。詳細については、建設局道路部橋梁課

（電話：06-6615-6820）までお問い合わせください。 

 

９ なみはや大橋橋脚の点検及び工事への協力について 

なみはや大橋橋脚付近は橋脚の点検等が可能な範囲及び車両の通行が可能な範囲を確保するた

め、平面利用としてください。また上部利用する場合は橋脚構造物等への影響がないか判断するた

め事前調整を行い、本市の承認を得てください。なお影響範囲に工作物等を設置した場合、本市の

要請に応じ撤去する場合があります。その場合に要する費用は全て事業予定者の負担とします。詳

細については、大阪港湾局施設管理部施設課（緑地管理）（電話：06-6572-0045）へお問い合わせく

ださい。 

 

10 本物件内の工作物（自動販売機）について、使用許可しています。利用者の希望があれば契約

を締結してください。なお、新たな契約について、現状と条件を変更する場合又は新たに契約を行

わない場合は本市と協議してください。詳細については、大阪港湾局施設管理部施設課（緑地管理）

(電話：06-6572-0045)へお問い合わせください。 
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11 本物件について、引き込まれている電気及び水道等は本市が契約しているものとなっておりま

すので、契約変更等行ってください。電気は関西電力送配電（株）コールセンター（電話：0800-777-

8810）、水道は大阪市水道局西部水道センター（電話：06-6531-9212）、下水はクリアウォーターOSAKA

（株）津守管路管理センター（電話：06-6567-6516）へお問い合わせください。 

 

12 本物件内の電気設備、水道設備、工作物、護岸構造物、その他許可物件や埋設物等に関する資

料の閲覧を行う場合は、大阪港湾局施設管理部施設課（緑地管理）(電話：06-6572-0045)へお問い

合わせください。 

 

13 本物件内に 9基の照明灯が設置されております。そのうち 7基はリースで設置されたものであ

り、リース契約移管は令和 15年 1月 31日までの契約となっております。撤去を行う場合は、大阪

港湾局施設管理部施設課（緑地管理）（電話：06-6572-0045）へお問い合わせください。 

 

14 将来防潮堤敷内の浚渫土砂揚陸への協力について 

 現在、本物件背後の将来の防潮堤敷内とその背後において、堤防工事等で発生する浚渫土砂の揚

陸、土砂の改良及び一時保管を行っています。本件地外で揚陸を行えるように揚陸用施設の移転に

ついて調整中ですが、移転が完了し既存の揚陸施設が撤去されるまでの間、本物件内の一部を工事

車両通行路として利用、また土砂の積込み用重機を配置しますので協力してください。なお、工事

内容及び車両の通行ルート等について別途協議します。詳細については、大阪港湾局施設管理部施

設課（緑地管理）（電話：06-6572-0045）へお問い合わせください。 

 

15 防潮堤敷の確保及び堤防工事への協力について 

 事業区域の背後地は水際（護岸）から北側は約 20ｍ、西側は約 30ｍ部分を将来の防潮堤敷地とし

て確保しています。なお、今後、防潮堤整備計画を策定、港湾隣接地域及び海岸保全区域を指定す

る予定です。 

策定を予定している防潮堤整備計画等を踏まえ、施工時期及び防潮堤の施工方法等を決定しますの

で、防潮堤敷地の範囲や管理方法等について別途協議します。詳細については、大阪港湾局施設管

理部施設課（緑地管理）（電話：06-6572-0045）へお問い合わせください。 

 

 

お問合せ 大阪港湾局施設管理部施設課（緑地管理）  電話（06）6572-0045 
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周辺図 

 

明細図 
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許可物件等情報 
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なみはや大橋橋脚図 

 

 



 

17 

 

 



 

18 

 

 

 

 


